別記様式第3号(第5条、第6条関係)
[bookmark: _GoBack]北見市公営住宅一時使用(延長)許可書
(災害被災者用)
北公住第　　　　号指令

使用者　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　年　　　月　　　日付け申請の北見市公営住宅（以下「住宅」という。）の一時使用は、次の条件を付して許可します。

　　年　　　月　　　日

北　見　市　長　　　　　　　　　　　　　

(使用を許可する住宅)
1　使用を許可する住宅(以下「使用許可住宅」という。)
※住宅の使用に伴い、必要な共同施設等を含む。
	所在地
	

	団地名
	

	住棟名
	
	住戸番号
	



(指定する用途)
2　使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可住宅を被災に伴い居住する住宅から突然の退去を余儀なくされたことによる一時的な居住の場としての用に供しなければならない。

(使用許可期間)
3　使用を許可する期間は、　　年　　月　　日から　　年　　月　　日までとする。

(使用料)
4　住宅使用料は次のとおりとし、歳入徴収者の発する納入通知書により、指定期日までに納入しなければならない。なお、公営住宅駐車場を使用する場合は、別途申請することができる。
　使用料　　　　円

(その他の料金)
5　使用許可住宅に係る、光熱水費、共益費等の費用が生ずる場合は、使用者が納めなければならない。
(住宅保全義務等)
6　使用者は、使用許可住宅を善良な管理者の注意をもって維持保全しなければならない。
(2)　前項の維持保全のため通常必要とする修繕費その他の経費は、使用者の負担とし、その費用は請求しないものとする。

(使用上の制限)
7　使用者は、使用許可期間中、使用許可住宅を2に指定する用途以外に供してはならない。
(2)　使用者は、使用許可住宅を他の者に転貸し、又は担保に供してはならない。
(3)　使用者は、使用許可住宅について修繕、模様替その他の行為をしようとするときは、事前に書面をもって市長の承認を得なければならない。

(使用許可の取消し又は変更)
8　市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は変更することができる。
ア　使用者が入居許可の条件に違反したとき。
イ　市において公用又は公共の用途に供するため使用許可住宅を必要としたとき。

(原状回復)
9　使用許可が取り消されたとき又は使用許可期間が満了したときは、使用者は、自己の負担で、市長の指定する期日までに、使用許可住宅を原状に回復して返還しなければならない。
ただし、市長が特に承認したときは、この限りでない。
(2)　使用者が原状回復の義務を履行しないときは、市長は、使用者の負担においてこれを行うことができる。この場合使用者は、市長に異議を申し立てることができない。

(損害賠償)
10　使用を許可された者は、その責に帰する事由により、使用許可物件の全部又は一部を滅失又は損傷したときは、当該滅失又は損傷による使用許可物件の損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。ただし、前条の規定により使用許可物件を原状回復した場合は、この限りでない。
(2)　前項に掲げる場合のほか、使用者は、本許可書に定める条件を履行しないため損害を与えたときは、その損害額に相当する金額を損害賠償額として支払わなければならない。

(許可の取消しによる損失の取扱い)
11　使用許可の取消しが行われた場合において、使用者は、使用許可住宅に投じた改良のための有益費その他の費用が現存している場合であっても、その費用等の償還の請求はしないものとする。

(退去等)
12　使用者を変更する場合は、あらためて申請をすること。
(2)　住宅を退去するときは、あらかじめ「北見市公営住宅退去届」を提出すること。
（担当：都市建設部　公営住宅管理課）　
